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審議会等の設置等に関する要綱 

                                                                   

                                                                               

（趣旨） 

第１条  この要綱は、市長の附属機関及び協議会等（以下「審議会等」という。）の設

置等について、準拠すべき基本的事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条  この要綱において、「附属機関」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第３項の規定に基づき、法律又は条例により設置するものをいう。 

２  この要綱において、「協議会等」とは、法律又は条例の規定に基づかず、専門知識

の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するもの

をいう。ただし、行政関係職員のみで構成されている「協議会等」については、除

外するものとする。 

 

  (審議会等の設置）                         

第３条  審議会等の設置にあたっては、次の事項に留意するものとする。  

  (1) 審議会等の所掌事務は、設置目的及び審議事項が類似する審議会等の設置を防

ぐため、できるだけ広範囲のものとし、その運営に当たっては、分科会又は部会

を設置して弾力的、機能的な運営を図るものとする。 

  (2) 審議会等の設置については、行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地か

ら真に必要なものに限るものとする。 

  (3) 審議会等の委員の数は、原則として２０人以内とする。ただし、法律又はこれ

に基づく命令（以下「法令」という。）に定めがあるなど特別な事情があると認め

られる場合は、この限りでない。 

  (4) 臨時的な審議会等については、設置期限を明示するものとする。 

  (5) 協議会等の設置の際には、その名称には、審議会、審査会、調査会など附属機

関と紛らわしい表現は用いないものとする。 

 

 （審議会等の運営） 

第４条  審議会等の運営にあたっては、市政に対する市民参加を促進するとともに、  

市政における透明性・公正性を向上させるため、「会議の公開に関する指針」（平成

１０年４月 1 日施行）に基づき、原則公開により行うものとする。また、効果的・

効率的な運営を行うため、次の事項に留意するものとする。 
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(1) 会議の開催は､必要最小限にとどめる。 

(2) 市民委員を含む会議の開催にあっては、夜間や土日開催等を検討するなど、市

民委員の出席につき、配慮しなければならない。 

(3) 会議の資料は、原則として、開催前に配付する。 

(4) 会議記録等は、審議経過等が明確となるよう作成する。 

(5) 委員名簿は、原則公開とする。ただし、公開により会議の運営に著しい支障、

または委員の生命、身体に危険が及ぶ恐れのあるときは、非公開とすることが

できる。 

(6) 答申や報告書の策定過程において、より多くの市民意見を聴取する必要があ

ると当該審議会等において判断した場合には、「市民意見提出制度に関する指

針」（平成１８年６月１日施行）に準じた運用を行うこととする。 

 (7) 八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例（平成１７年八尾市条例第２０号。

以下、「まちづくり基本条例」という。）第１４条第３項の規定に基づき、審議会

等の議事において十分に議論が尽くされるよう配慮し、運営しなければならない。 

 

 （審議会等の委員の選任） 

第５条  審議会等の委員の選任については、当該審議会等の設置目的を踏まえて、次

の事項に留意するものとする。 

  (1) 審議会等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層及び幅広い年齢層の中

から、極力充て職に基づく選任に依ることなく適切な人材を選任するものとする。 

  (2) 女性委員の登用については、「第２次 やお女と男のはつらつプラン～未来をは

ぐくむ共同参画社会へ～」（平成２１年３月策定）によるものとし、平成２７年（２

０１５年）までに、審議会等における女性委員の割合が３５％以上になるよう積

極的に努めるものとする。 

  (3) 市職員は、法令に定めがある場合及び審議会等の性質に照らし、止むを得ない

場合を除き、委員に選任しないものとする。 

  (4) 委員の在任期間は、委員就任時において通算して１０年を超えないものとする。 

  (5) 同一人を委員として選任できる審議会等の数は、４機関までとする。  

２  前項第４号及び第５号の規定については、委員に選任しようとする者が次の各号

のいずれかに該当する場合には、適用しないことができる。     

  (1) 当該審議会等の所掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者及びこれらに

準ずると認められる者で、当該団体内での適任者の状況等を鑑みてもなお選任の

必要があると認められる場合 

  (2) 専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合など､特別な事情があると

認められる場合 

３  前項の規定を適用する場合においては、委員の選任の際において、理由書（様式

１）を添付しなければならない。 
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 （委員の公募） 

第６条  審議会等の委員を選任する際には、その設置目的、審議内容等を勘案した上

で、まちづくり基本条例第１４条第１項及び同条第２項の規定に基づき、委員の公

募に努めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでな

い。  

(1) 法令等により委員の資格が限定されている場合 

(2) 専門的な知識や経験等を要する場合 

(3) 特定の個人や団体等に関する内容を扱う場合 

(4) その他審議会等の設置目的や審議事項等から公募が適さないと認められる場

合 

 

 （審議会等の見直し） 

第７条  既に設置されている審議会等で、次の各号のいずれかに該当するものについ

ては、廃止又は統合を検討するものとする。 

  (1) 所期の目的が既に達成されているもの                                     

(2) 社会経済情勢や市民ニーズの変化等により著しく役割が低下してきたもの 

  (3) 活動が著しく不活発なもの  

  (4) まちづくり基本条例第１２条に定める市民意見提出制度の活用等、他の行政手

段等により代替可能なもの 

  (5) 設置目的及び所掌事務が他の審議会等と類似又は重複しているもの 

  (6) その他行政の総合性の確保、簡素・効率化の見地から統合が望ましいもの 

 

２  過去１年以上委員が任命されていない審議会等及び過去３年以上開催されていな

い審議会等並びに設置後５年以上経過した審議会等については、前項に掲げる視点

に照らし、その必要性について積極的に再検討するものとする。 

 

 （調整事項）                                                         

第８条  各部局の総務を担当する所属長は、当該部局の審議会等の設置等に関し、次

の事項の調整を行うものとする。 

  (1) 設置、廃止及び統合に関すること。 

  (2) 委員の選任及び解任に関すること。 

２  各部局長は、新たに審議会等を設置する場合、又は既に設置されている審議会等

を廃止若しくは統合する場合には、行政改革課に合議するものとする。 

３  各部局長は、審議会等の委員の選任及び解任については、行政改革課及び総務部

人事課に合議するものとする。 

４  各部局長は、第５条第１項第２号の目標を達成するために、審議会等の新設に伴

う委員の選任又は委員の改選もしくは補充にあたっては、「女性委員参画推進計画

要領」（平成１７年８月１日施行）に基づき、人権文化ふれあい部人権政策課長と事
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前に協議するものとし、前項に規定する合議の際には、伺書に当該協議済の旨を記

載するものとする。 

 

     附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は，平成１１年６月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２  第５条及び第６条の適用については，審議会等の委員の改選時から適用する。 

    附  則 

   この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

    附  則 

   この要綱は，平成１２年５月１９日から施行する。 

    附  則 

   この要綱は，平成１３年４月１日から施行する。 

  附  則 

   この要綱は，平成１６年７月１日から施行する。 

  附  則 

   この要綱は，平成１７年４月１日から施行する。 

  附  則 

   この要綱は，平成１７年９月１日から施行する。 

  附  則 

   この要綱は，平成１８年６月１日から施行する。 

  附  則 

   この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

   この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 
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会  議  の  公  開  に  関  す  る  指  針 

                         （平成９年１１月１７日決定） 

１ 目 的 

 この指針は、市政に対する市民参加を促進するとともに、市政における透明性、公正性を

向上させるため、審議会等の会議の公開に関する指針を定めることにより、市民等に対し審

議会等における審議等の状況を明らかにし、もって開かれた市政の推進に寄与することを目

的とする。 

 

２ 対象とする審議会等 

 公開の対象とする会議は、名称の如何を問わず、市民、各種団体代表、学識経験者

等で構成され、市長の担任する事務について、調停、審議、審査又は調査・研究等を

行うため、本市に設置された審議会、協議会等（行政関係職員のみで構成されている

ものは除く。以下「審議会等」という。）の会議とする。 

 

３  審議会等の会議の公開の基準 

  審議会等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

非公開とする。 

(1) 法令等の規定により、会議が非公開とされている場合 

(2)  当該会議において、八尾市公文書公開条例（平成７年八尾市条例第９号。以下「公

開条例」  という。）第６条各号に定める情報に該当すると認められる事項につい

て審議等を行う場合 

(3)  当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずる

と認められる場合 

 

４  公開、非公開の決定 

(1)  審議会等の会議を公開するかどうかは、前項に規定する「審議会等の会議の公開

の基準」に基づき、当該審議会等の会長等がその会議に諮って決定しなければなら

ない。 

(2)  審議会等が、会議を公開しないことを決定した場合は、前項に定める非公開理由

のいずれ に該当するか明らかにしなければならない。 

 

５ 公開の方法 

(1)  審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望するものに、当該会議の傍聴を認め

ることに  より行う。 

    なお、傍聴を希望できるものは、公開条例第５条第１項各号に定めるものとする。 

(2)  審議会等は、公開する会議において傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会

議の会場  に一定の傍聴席を設けなければならない。 

(3)  市長は、別に定めるところにより、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に
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係る遵守  事項を定めるものとする。 

(4)  審議会等は、公開した会議の会議資料及び会議録を閲覧に供しなければならない。 

(5)  審議会等は、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するよう努めなければな

らない。 

 

６  会議開催の周知 

  市長は、公開される会議開催日の概ね１週間前までに、次に掲げる事項を市政だよ

りに掲載して、一般の周知に努めるものとする。ただし、会議が緊急に開催される必

要が生じたときは、この限りではない。 

(1)  開催日時 

(2) 場    所 

(3) 議    題 

(4) 傍聴者の定員 

(5) 傍聴手続き 

(6) 問い合わせ先 

 

７  その他 

(1)  市長は、その設置する審議会等の名称及び任務の内容並びに公開・非公開の別等

について、  一般に知らせるよう努めるものとする。 

(2)  市長は、新たに審議会等を設置した場合、当該審議会等の設置の目的及びその任

務等について明らかにするよう努めるものとする。 

(3)  この指針の運用にあたって必要な事項は、別に定める。 

   

８  適用期日 

  この指針は、平成１０年４月１日から実施し、同日以降に開催される審議会等の会

議から適用する。 

 


